
明石市朝霧南町３丁目４８５番５１

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ区画整然とし
た住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 80 50 40 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

明石市の人口は増加傾向。景気は緩やかな回復基調にあり、利便
性の優る地域の地価は上昇傾向、それ以外は横這い傾向。

朝霧駅周辺において大規模な新規戸建分譲開発が行われ需要が喚
起されている。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅用に開発された住宅地域で、戸建賃貸住宅が存在しても転勤等の特殊な事情に基づくものが中心であり、経済的に
賃貸事業は成り立つ地域ではないため。収益還元法は非適用とした。一方、比準価格は、類似地域における多数の信頼性の
ある取引事例より求めたものであり、市場の実態を反映した価格が求められた。よって、本件では比準価格を中心に、指定
基準地及び標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

駅徒歩圏内の中規模の戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域である。今後とも現在の住環境を維持していくものと思われる。周辺の
開発に伴い地価水準は上昇傾向にあるものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 140,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

145,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 20

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ朝霧駅
北西方 600m

ＪＲ朝霧
600m

(8)

南6m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「朝霧南町３－４－５」

②地積

（㎡）

174

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 165  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

145,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

125,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.6 ％ ％

88.3 ］

100.4［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

145,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-7.0

+30.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

123.3 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 17日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

25,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 145,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は、同一
需給圏内の居住者や不動産事業者が多い。駅から徒歩圏の利便性の高い住宅地域であることから需要は堅調である。土地は
２，５００万円前後、新築の戸建物件は４，０００万円～４，５００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社協同鑑定所

大家通孝



明石市朝霧台３７７６番３６外

戸建住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ丘陵地の
既成住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 15 80 25 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

景気の持ち直しなどにより、明石市の不動産市況は概ね安定
的に推移している。

神戸、大阪のベッドタウンとしての性格を備えており、需要
は安定的である。その他の地域要因に特別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

対象地は主として戸建住宅が建ち並ぶ地域に存し、画地規模等の観点から経済合理的な賃貸経営は困難であるため、収
益還元法は非適用とした。比準価格は周辺の売買実例から適切に算定されており、市場の実勢を反映する実証的なもの
と認められる。よって比準価格を標準とし、公示価格を規準とした価格及び指定基準地からの検討を踏まえて鑑定評価
額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の住宅地域であり、今後とも概ね現状を維持し推移するものと予測する。地価は強
含み傾向で推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 104,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

104,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 9

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄大蔵谷駅
北東 1.5km

山陽電鉄大蔵谷
1.5km

(8)

南4m私道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北
４ｍ私道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

132

18( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

105,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

108,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0％ ％

106.1 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

105,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.0

+5.0

+53.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

170.3 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 10日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

12,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 105,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

84,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線などで概ね明石市及び神戸市西部の圏域に存する住宅地域。主たる需
要者は明石市及び神戸市等の居住者などである。神戸市に隣接する住宅地であり、市内の住宅地としては比較的人気が
あり、需要は安定的に推移している。土地は１，０００万円～１，５００万円程度、新築物件は３，０００万円～３，
５００万円程度が取引の中心価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

三宮鑑定所

植木剛



明石市荷山町１８５５番２６

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 20 15 20 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

輸出や生産の弱さも見られるが、景気は緩やかな回復基調が続い
ている。明石市の住宅地需要は概ね堅調に推移している。

最寄駅からはバス圏に位置するが、地域要因に変動はなく、需要
は底堅い。地価はやや上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であるが、経済合理的な賃貸経営が難しい地域であるため、収益価格は試算しなかっ
た。取引は自己使用目的が中心で収益物件所有を目的とした取引は少なく、市場参加者は取引価格を指標に価格決定するの
が一般的と思料される。よって、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、標準地及び指定基準地から検
討した価格とも均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
ＲＣ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として熟成しており、当面は現状維持で推移するものと予測する。なお、地価はやや
上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 117,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

119,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 9

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-1.0

-10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ明石駅
北東方 1.9km

ＪＲ明石
1.9km

(8)

北5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
５ｍ市道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

199

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

119,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

108,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.7％ ％

90.0 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

118,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+4.0

+37.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

146.8 ］

100.6［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

23,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 119,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

94,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市及び隣接する神戸市西区の圏域に存する住宅地域である。
需要者は圏内の居住者が大半を占める。バス圏に位置するため生活利便性にやや劣るが、住環境は概ね良好であり、需要は
底堅い。土地は基準地と同程度の規模で総額２，０００万円～２，５００万円、新築戸建住宅は３，５００万円～４，００
０万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　谷澤総合鑑定所　神戸支社

入田裕和



明石市太寺１丁目２６２０番４

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ閑静な住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 50 40 戸建住宅地

-

１低専(60,100)

人口減少傾向。緩やかな景気回復基調の継続。大規模団地分譲、
人気学校区への人口移動等の偏在化傾向もあるが概ね宅地需要は
堅調。

中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域として推移しており、
特に大きな地域要因の変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

画地規模の大きな土地については、アパート等、収益物件としての利用も認められるが画地規模等から経済的に賃貸事業の
成り立つ建物の想定が困難であり、需要者は収益性よりも市場性や居住の快適性を指標として取引を行うものと考えられる。
なお、取引事例は同一需給圏内の類似地域等に存する多数の事例を収集し得た。よって、代表標準地との検討を踏まえた上、
市場性を反映して実証的な比準価格をもって、上記のとおりに鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は中規模の戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域として熟成しており、当分の間は現状を維持するものと予測される。環境
良好で閑静な住宅地域であり、需要は底堅く地価水準はやや上昇傾向で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 142,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

142,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

+23.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄人丸前駅
北東方 700m

山陽電鉄人丸前
700m

(8)

北西6m市道

１低専
(60,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「太寺１－３－１５」

②地積

（㎡）

199

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.5  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

143,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7％ ％

121.7 ］

100.6［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 27日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

28,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 143,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市及び神戸市南西部の住宅地域である。需要者は圏内居住者
が中心である。比較的古い時期の開発団地であり周辺には狭隘な道路等も散見されるが、中規模の戸建住宅が整然と建ち並
ぶ閑静な住宅地域で、居住環境は良好であり地価は安定的である。なお、取引に係る中心価格帯については、土地は
２，５００万円～３，０００万円程度、新築の戸建住宅は４，０００万円～５，０００万円程度と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社神戸不動産鑑定

山下 裕



明石市魚住町清水字鳥喰下２３９５番８

戸建住宅地

小規模一般住宅を中
心とする既成住宅地
域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 80 20 戸建住宅地

-

１中専(60,160)

景気は一部に弱めの動きが見られるものの、緩やかな回復基調が
続いている。市内人口は引続き増加、取引件数は減少している。

やや狭い街路が配されている古い住宅団地であるが、市内におい
ては価格水準が低く値頃感を求める層からの需要が見られる。

個別的要因に変動はない。

アパート等の賃貸物件が散見される地域であるが、画地規模が小さく賃貸経営上合理的な建物の想定は困難であるため収益
価格は試算しなかった。当事者は取引価格を指標にして意思決定するのが一般的であることから、実際の取引事例から試算
した比準価格を採用し、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域で、今後も現状を維持するものと予測する。地価は横ばいの状態にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 65,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

64,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 22

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-4.0

+1.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ土山駅
東 1.2km

ＪＲ土山
1.2km

(8)

南西4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北、
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

74

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 80  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

65,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

65,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

101.9 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

65,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+5.0

+44.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

97,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

151.1 ］

101.0［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 4日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

4,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 65,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

52,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線、山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市西部の圏域に存する住宅地域である。需要者は市内居住者の
ほか隣接市町からの転入者も見られる。最寄駅から辛うじて徒歩圏で付近には商業施設もあり、日常生活における利便性は
確保されていることから需給関係は均衡している。同規模の土地で５００万円程度、新築戸建は２，５００万円程度の物件
が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

シティサーベイヤーズ

田中瑞穂



明石市貴崎３丁目４３７番９３外

低層住宅地

県営住宅団地に近接
する一般住宅、共同
住宅等が混在する住
宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 80 90 40 低層住宅地

-

１住居(60,160)

人口・世帯数とも増加傾向。景気の回復傾向が継続し、市内の住
宅地は立地・環境等優れた住宅地域を中心に根強い需要が認めら
れる。

地域要因に格別の変動はない。景気の回復傾向の継続や駅接近性
に優れていること等から、需要は概ね底堅く推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び周辺地域に、賃貸共同住宅等の収益物件も見られるが、当該地域は自己使用目的での取引が中心で、土地価格
に見合った賃料水準が形成されていないため、収益価格は低位に試算された。居住の快適性を重視する住宅地域であり、収
益価格は比準価格に比し、相対的に信頼性に劣る。従って、収益価格は参酌する程度に留め、標準地及び指定基準地との検
討を踏まえ、比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、山陽電鉄本線北側に位置し、一般住宅・アパートが混在する住宅地域である。地域要因に特別な変動もないの
で今後も、住宅地域として現状のまま推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 94,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

94,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 28

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+3.0

-14.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄林崎松江海岸
駅
北西 400m

山陽電鉄林崎松江海岸
400m

(8)

北西4m私道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北　　
４ｍ私道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「貴崎３－１６－２５」

②地積

（㎡）

207

30( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

94,000 円／㎡

60,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

87,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

93.1 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

93,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.0

-6.0

+91.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

184.6 ］

100.6［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

16,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 94,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

75,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域。需要者は明石市の居住者が大
半を占める。中小規模一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域で、景気の回復傾向の継続や明石中心部に相対的に近く、
かつ駅接近性に優れていること等から、需給関係は比較的安定している。需要の中心となる価格帯は、土地は１，４００万
円（約１５０㎡）程度、新築の戸建住宅は２，５００～３，０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名　玉樹



明石市魚住町錦が丘２丁目１４番３８

戸建住宅地

一般住宅等が建ち並
ぶ区画整然とした住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北120 50 80 80 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

輸出や生産の弱さも見られるが、景気は緩やかな回復基調が続い
ている。明石市の住宅地需要は概ね堅調に推移している。

最寄駅から徒歩圏に位置し、住環境も概ね良好で、地域要因に変
動はなく需要は底堅い。地価はやや上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域であり、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益価格は試算し
なかった。取引は自己使用目的が中心で収益物件所有を目的とした取引は少なく、市場参加者は取引価格を指標に価格決定
するのが一般的と思料される。よって、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、代表標準地との秤量的
検討にも留意した。

［

［

住宅
ＬＳ２

一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域として熟成しており、当面は現状維持で推移するものと予測する。なお、地
価はやや上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 97,500円／㎡

公示価格 98,000円／㎡

標準地番号 明石 23-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

98,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ魚住駅
東方 750m

ＪＲ魚住
750m

(8)

東6.5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

129

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

98,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

98,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0 +0.5％ ％

100 ］

100.5［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

12,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 98,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

78,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で概ね明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者は、圏内居住者が大
半を占める。最寄駅から徒歩圏に位置しているため生活利便性に優れ、住環境も概ね良好な区画整然とした住宅地域であり、
需要は比較的底堅い。土地は基準地と同程度の規模で総額１，０００万円～１，５００万円程度、新築戸建住宅で３，００
０万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　谷澤総合鑑定所　神戸支社

入田裕和



明石市藤が丘１丁目２５４番７９

戸建住宅地

小規模一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 60 40 60 戸建住宅地

-

１低専(60,100)

景気は一部に弱めの動きが見られるものの、緩やかな回復基調が
続いている。市内人口は引続き増加、取引件数は減少している。

駅から近い住宅地域にあるものの、周辺部においてミニ開発が盛
んに行われ、新規分譲地に需要が向いている。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅用に開発された住宅団地内にある画地で、転勤等の事情による貸家が一部にあるものの、事業収支の観点より賃貸
住宅を想定することは非現実的であることから、収益価格は試算しなかった。自用目的の取引が中心で、売買当事者は過去
に成立した価格水準を指標に意思決定するのが一般的である。取引事例より試算した比準価格を採用し、地価公示標準地及
び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域で、地域要因に大きな変動はなく、今後とも現状どおり推移するものと予測する。
地価は横ばい傾向にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 84,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

84,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-3.0

-21.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄藤江駅
北西 500m

山陽電鉄藤江
500m

(8)

北4m市道

１低専
(60,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「藤が丘１－３０－２０」

②地積

（㎡）

115

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

84,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

70,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

82.9 ］

99.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

83,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

+12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

97,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

116.5 ］

101.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 4日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

9,660,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 84,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

67,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者は市内居住者が大半を
占める。住宅地として熟成し大量供給がないことから、中古物件のほか建替による取引が中心で、需給関係は概ね均衡して
いる。土地で１，０００万円程度、新築戸建住宅で３，０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

シティサーベイヤーズ

田中瑞穂



明石市藤江字上所１３０３番

低層住宅地

農家、一般住宅が多
い古くからの住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 60 50 50 低層住宅地

-

１住居(60,160)

外需の下振れが懸念されるものの、国内経済は総じて底堅い動き
を維持しており、明石市における地価は安定的に推移している。

旧来よりの既成住宅地域であり、地域要因も安定的に推移してお
り、顕著な変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域を含む一帯は、一般住宅を中心として、一部、アパート等も散見される住宅地域であるが、自己使用目的での取引
が支配的な市場環境にあることから、収益価格はやや低位に試算されたものと判断される。よって、本件においては、信頼
性の高い複数の取引事例を基礎資料として算定された比準価格を標準として、収益価格は参考にとどめ、さらには代表標準
地との検討をも踏まえて、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅を中心とする既成住宅地域であり、地域要因に特別の変動もなく、今後も現状の通り推移するものと予測する。な
お、底堅い実需が見込まれるため、地域における地価は安定的に推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 74,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

74,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+2.0

+32.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄藤江駅
南東方 650m

山陽電鉄藤江
650m

(8)

南4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない。 基準方位北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

267

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

74,800 円／㎡

41,900 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

98,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

134.5 ］

100.5［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

20,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 74,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

60,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、神戸市西部及び明石市東部に位置する普通住宅地域である。需要者の
中心は圏内居住者であり、圏外からの転入は見込みにくい。低層の一般住宅を中心とする普通住宅地域であり、中古流通を
はじめ、低未利用地の開発による新規供給も継続的に見られるものの、需要も相応にあり、需給は安定的に推移している。
土地２，０００万円程度、新築建売で３，５００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

梶川不動産鑑定士事務所

梶川智保



明石市西明石町３丁目８２７番１１９

戸建住宅地

中規模の一般住宅が
多い区画整然とした
住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 110 40 50 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

外需の下振れが懸念されるものの、国内経済は総じて底堅い動き
を維持しており、明石市における地価は安定的に推移している。

市街地内の住宅地域であり、地域要因も安定的に推移しており、
顕著な変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域を含む一帯は、低層の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、経済合理性に適う賃貸住宅の想定は非現実的であるこ
とから、収益還元法は適用できなかった。よって、本件においては、信頼性の高い複数の取引事例を基礎資料として算定さ
れた比準価格を標準として、周辺標準地及び指定基準地との検討をも踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

一般住宅を中心とする市街地内の住宅地域であり、地域要因に特別の変動もなく、今後も現状の通り推移するものと予測す
る。なお、底堅い実需が見込まれるため、地域における地価は安定的に推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 129,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

130,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

-10.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西明石駅
東方 1km

ＪＲ西明石
1km

(8)

南6m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「西明石町３－８－５」

②地積

（㎡）

153

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.5  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

130,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

124,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.8％ ％

97.3 ］

100［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

130,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

+39.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

137.5 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

19,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 130,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

105,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、神戸市西部及び明石市東部の圏域に存する住宅地域である。需要者
の中心は圏内居住者であり、圏外からの転入は見込みにくい。低層の一般住宅を中心とする市街地内の住宅地域であり、中
古流通をはじめ、低未利用地の開発による新規供給も継続的に見られるものの、需要も相応にあり、需給は安定的に推移し
ている。土地２，０００万円程度、新築建売で３，５００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

梶川不動産鑑定士事務所

梶川智保



明石市大久保町八木字城ヶ谷４５５番１０

戸建住宅地

中小規模の一般住宅
を中心とする住宅地
域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 50 70 10 戸建住宅地

-

１住居(60,200)

景気の持ち直しなどにより、明石市の不動産市況は概ね安定
的に推移している。

山陽電鉄線沿いの住宅地域として熟成しており、地域要因に
特別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

対象地は戸建住宅を中心とする住宅地域に存し、画地規模等の観点から経済合理的な賃貸経営は困難であるため、収益
還元法は適用しなかった。比準価格は価格牽連性を有する周辺の売買実例より適切に算定されており、現実の市場を反
映する実証的なものと認められる。地域は自用目的での取引が支配的であり、よって本件では比準価格を標準とし、公
示価格を規準とした価格及び指定基準地からの検討を踏まえて上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の一般住宅を中心とする住宅地域であり、周辺には作業所・工場等も見られるが、当面は今後とも概ね現状を
維持し推移していくものと予測する。地価は概ね横ばい傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 64,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

63,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄中八木駅
北西 850m

山陽電鉄中八木
850m

(8)

南6.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

141

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 140  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

64,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

70,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

113.0 ］

100［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

64,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-7.0

+47.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

81,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.9 ］

100［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 10日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

9,020,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 64,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

51,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は山陽電鉄本線及びＪＲ山陽本線沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域。主たる需要者は明石市の居
住者などである。中小規模一般住宅が建ち並ぶほか、周辺には作業所・工場等も見られ、市内の住宅地としては価格水
準は中低位にある。土地は１，０００万円程度、新築の戸建住宅は２，５００万円～３，０００万円程度の物件が需要
の中心価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

三宮鑑定所

植木剛



明石市太寺４丁目５２番

低層住宅地

中規模一般住宅、ア
パートが見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 70 25 75 低層住宅地

-

１低専(50,100)

国内景気は緩やかな回復が続き、不動産市場も底堅い。明石市の
地価は横ばい・上昇・下落の各地点が混在している。

住環境が優れた住宅地域として人気が高い。明石駅周辺の再開発
により地価は強含みである。

個別的要因に変動はない。

中規模戸建住宅地域として熟成した地域で、アパート等も見られるが収益物件等を目的とした取引は少ない。また快適性を
重視する住宅地域であることから、自用目的での取引が中心で、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と
認められるため収益価格は参考に留め、代表標準地との検討を踏まえ、市場性を反映した比準価格をもって鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模住宅等が区画整然と建ち並ぶ住宅地域として熟成している。地域要因は現状を維持すると予測する。駅徒歩圏に位置
し、市内でも人気の高い住宅地で、地価水準は若干の上昇傾向を維持すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 174,000円／㎡

公示価格 174,000円／㎡

標準地番号 明石 6-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

175,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ明石駅
北東方 1.3km

ＪＲ明石
1.3km

(8)

南西8m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、
８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「太寺４－８－７」

②地積

（㎡）

219

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

175,000 円／㎡

101,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6 +0.6％ ％

100 ］

100.6［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 18日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

38,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 175,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者は明石市の居住
者が大半を占める。太寺・上ノ丸地区は住環境が良好で、住宅地として需要が安定している。土地は３，５００万円程度（
２００㎡程度）、新築戸建物件は５，０００万円～６，０００万円程度の需要が中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

水野不動産鑑定事務所

水野　雅一



明石市大久保町森田字新田宮南１３番２

低層住宅地

中規模の一般住宅、
アパート等が混在す
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 20 20 低層住宅地

-

１中専(60,160)

明石市の人口は微増傾向。国内景気は回復基調。市内の地価は利
便性に優れる地域を中心に広く堅調で、それ以外でも概ね横ばい
で推移。

一般住宅、共同住宅等が混在する既成住宅地域として成熟してお
り、地域要因に特別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸マンション等の収益物件が散在するが、当該地域は収益性よりもむしろ、居住の利便性・快適性が重視される
地域であり、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため収益価格は低位に求められた。自己使用目的の取引が中心
で、取引価格の水準を指標として価格決定されるのが一般的である。よって、比準価格を重視し、収益価格は参酌し、代表
標準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅、共同住宅等が混在する既成住宅地域である。地域内においては特段の変動要因はないことから、当分の間は現状
を維持すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 84,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

83,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 17

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

-4.0

+1.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西明石駅
北西 1.4km

ＪＲ西明石
1.4km

(8)

南西4m私道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
４ｍ私道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

221

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

87,600 円／㎡

58,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

81,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.2％ ％

97.8 ］

99.7［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 10日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

18,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 85,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

67,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線、山陽電鉄本線の沿線で明石市及び神戸市西部の住宅地域であり、需要者は地縁的選好性を有す
る一次取得者が中心である。一般住宅、共同住宅等が混在する既成住宅地域として熟成しており、相対的に利便性が優るた
め需要は安定している。市場の中心価格帯は、地域の標準的な規模の土地が１８００万円程度、新築戸建物件が３３００万
円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

13 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４

業者名

印不動産鑑定士氏名

一般財団日本不動産研究所

重田尚輝



明石市大久保町大久保町字寺ノ上２８９番８

低層住宅地

中小規模住宅に共同
住宅・店舗等も見ら
れる住宅地域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北15 20 30 70 低層住宅地

-

１中専(60,200)

景気は一部に弱めの動きが見られるものの、緩やかな回復基調が
続いている。市内人口は引続き増加、取引件数は減少している。

付近の事業所跡地に高層マンションと保育施設の建設計画が予定
され、将来的に人口増加が見込まれる。

個別的要因に変動はない。

画地規模等から賃貸経営上合理的な建物の想定が困難なため、収益価格は試算しなかった。自用目的の取引が中心で、当事
者は過去に成立した価格を指標に意思決定するのが一般的であることから、取引事例より試算した比準価格を採用し、地価
公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の一般住宅のほか店舗等も見られる住宅地域で、地域要因に大きな変化はなく、今後も現状を維持するものと予測
する。地価は上昇傾向にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 110,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

113,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ大久保駅
南東 650m

ＪＲ大久保
650m

(8)

西7m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

132

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

113,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

124,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.7％ ％

109.0 ］

101.4［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

113,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-12.0

-14.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

81,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

71.2 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 4日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

14,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 113,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

88,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線の沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は市内居
住者であるが、隣接市町からの転入者も見られる。駅、商業施設、学校等が近く、利便性に優ることから需要は比較的堅調
に推移している。同規模の土地で１，５００万円程度、新築戸建住宅は３，０００～３，５００万円の物件が需要の中心と
なっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

シティサーベイヤーズ

田中瑞穂



明石市大蔵天神町３７３９番２

戸建住宅地

店舗も見られる古く
からの住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 60 30 戸建住宅地

-

１住居(60,160)

国内景気は緩やかに回復している。当市の総人口は微増傾向。生
産年齢人口はやや減少。老年人口は増加。

最寄駅からの接近性が優れているが、宅地需要の郊外化により、
地価は横ばいで推移している。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心に、アパート等も散見される古くからの既成住宅地域であるが、画地規模等から賃貸経営上合理
的な建物の想定が困難であるため、収益還元法の適用は断念した。よって本件では、指定基準地等との検討を踏まえ、現実
の取引の市場性を反映し、実証的で信頼性のある比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

当該地域は、国道２号背後に位置し、中小規模一般住宅を中心とする既成住宅地域である。地域要因に特別の変動はないの
で、当面、現状を維持し推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 108,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

108,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 30

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

-5.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄人丸前駅
南東 300m

山陽電鉄人丸前
300m

(8)

東4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「大蔵天神町１０－２」

②地積

（㎡）

96

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 96  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

108,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

106,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

99.8 ］

100.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

108,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

-7.0

+71.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

162.0 ］

100.6［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 3日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

10,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 108,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

86,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、山陽電鉄本線及びＪＲ山陽本線沿線で、概ね明石市内の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は、地
縁的選好性を有する明石市内の居住者である。利便性に優れた既成住宅地域であるが、住宅需要は弱含みである。市場の中
心価格帯は、１００㎡程度の土地で１，０００万円程度、新築建売住宅は２，６００万円～２，９００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

15 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中尾不動産鑑定事務所

中尾　明



明石市魚住町金ケ崎字片山１４０６番

低層住宅地

中規模の一般住宅が
多い既成住宅地域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 60 60 30 低層住宅地

-

１中専(60,200)

景気は緩やかに回復しており、個人消費は持ち直しているため、
住環境や利便性が優る地域を中心に不動産市況は安定的に推移し
ている。

地域要因には特段の変動は見られず、駅接近性にやや劣るが住環
境は概ね良好な地域であるため、地価は概ね安定的に推移してき
ている。

個別的要因に変動はない。

中小規模一般住宅が多い既成住宅地域であり、自己居住目的の取引が中心となっており、収益性を重視した価格形成が十分
に行われていない状況であることから土地価格に見合う賃料水準が形成されておらず、収益価格は低位に試算され、相対的
に信頼性が劣るものと判断される。よって、市場の特性を反映した実証的で規範性の高い比準価格を採用し、収益価格は参
考に留めて、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域要因に大きな変動は見られず、中小規模一般住宅が多い既成住宅地域として当面は現状を維持するものと見込まれ、底
堅い需要にも支えられており、地価は概ね安定的に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 72,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

71,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 21

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

+10.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ大久保駅
北西 2km

ＪＲ大久保
2km

(8)

北東5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

466

( )

⑨法令上の規制等

1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.5  ｍ、　奥行　約 37.5  ｍ、　規模 470  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

72,000 円／㎡

39,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

79,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

107.6 ］

100［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

72,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+11.0

+27.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

97,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

135.3 ］

101.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

33,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 72,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

58,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主にＪＲ神戸線及び山陽電鉄本線沿線を中心とする概ね明石市及びその周辺の住宅地域である。主な需要者の
属性は概ね市内の居住者等が中心となっている。中小規模一般住宅が多い既成住宅地域で、最寄駅にはやや遠いが、昨今の
景気回復に伴って住宅需要は改善してきており、地価は概ね安定的に推移している。近隣地域及びその周辺で取引される画
地規模等は一定ではないこと等から、需要の中心となる価格帯は見出し難い状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 16－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

16 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



明石市大久保町高丘３丁目５番９

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ環境の良い住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 60 40 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

人口・世帯数とも増加傾向。景気の回復傾向が継続し、市内の住
宅地は立地・環境等優れた住宅地域を中心に根強い需要が認めら
れる。

駅徒歩圏外の熟成した住宅団地であるが、利便性等に劣り、新規
分譲地に対する相対的地位低下等により、需要は弱含みで推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、戸建住宅用に開発された住宅団地であり、自己使用目的での取引が中心となっており、経済的に賃貸事業が成
り立つ地域でないため、収益還元法の適用は断念した。よって本件では、代表標準地との検討を踏まえ、現実の取引の市場
性を反映し、実証的で信頼性のある比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、中規模一般住宅が建ち並ぶ環境の良い住宅団地で、特に大きな変動要因がないことから、今後も当面の間は現
状のまま推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 81,500円／㎡

公示価格 81,500円／㎡

標準地番号 明石 17-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

81,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 17

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ大久保駅
北東 2.6km

ＪＲ大久保
2.6km

(8)

南西6m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 260  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

81,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

81,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 0.0％ ％

100 ］

100［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

21,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 81,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

65,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、山陽電鉄本線及びＪＲ山陽本線沿線で、概ね明石市内の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は、地
縁的選好性を有する明石市内の居住者である。戸建住宅が建ち並ぶ環境の良い住宅地域であるが、徒歩圏外であること等に
より、近年需要は弱含みである。市場の中心価格帯は、１５０㎡程度の土地で１，２００万円程度、新築建売住宅は２，５
００万円～３，０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 17－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

17 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名　玉樹



明石市魚住町清水字長池５９９番５

戸建住宅地

中小規模一般住宅を
中心にマンション、
農地が混在する住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 50 60 60 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

人口・世帯数とも増加傾向。景気の回復傾向が継続し、市内の住
宅地は立地・環境等優れた住宅地域を中心に根強い需要が認めら
れる。

最寄駅から徒歩圏外で利便性等にやや劣るが文教施設に近く、地
価は横ばいで推移している。周辺地域で小規模住宅地開発が散見
される。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅の中に共同住宅も見られる住宅地域であるが、画地規模等から賃貸経営上合理的な建物の想定が困難であるため、
収益還元法の適用は断念した。居住の快適性を重視する住宅地域で、自己使用目的での取引が支配的であり、取引価格の水
準を指標に価格が決定されることが一般的である。従って、代表標準地との検討を踏まえ、現実の取引の市場性を反映し、
実証的で信頼性のある比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、中小規模一般住宅を中心にマンション、農地が混在する住宅地域で、特に大きな変動要因がないことから、今
後も当面の間は現状のまま推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 81,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

81,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+7.0

+17.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ魚住駅
北東 1.4km

ＪＲ魚住
1.4km

(8)

北西5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

119

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

81,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

98,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

120.1 ］

100.5［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

9,640,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 81,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

65,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、明石市西部の山陽電鉄本線及びＪＲ山陽本線沿線で、概ね明石市内の圏域に存する住宅地域である。需要者
の中心は、地縁的選好性を有する明石市内の居住者である。最寄駅から徒歩圏外で接近性に劣るが、文教施設に近く、一次
取得者層を中心に需要は概ね安定した状況で推移している。需要の中心となる価格帯は、土地は基準地と同程度の規模で１，
０００万円前後、新築戸建住宅は２，４００万円～２，７００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 18－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

18 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名　玉樹



明石市大久保町西嶋字大原２０１番２４

戸建住宅地

中規模住宅の建ち並
ぶ郊外の閑静な一般
住宅地域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 40 20 15 戸建住宅地

-

１中専(60,160)

国内景気は緩やかに回復している。当市の総人口は微増傾向。生
産年齢人口はやや減少。老年人口は増加。

最寄駅から徒歩圏に位置し、生活利便性も概ね良好で、需給関係
は安定しており、地価は概ね横ばいで推移している。

個別的要因の変動はない。

当該地域は、戸建住宅用に開発された住宅団地で、自己使用目的での取引が中心となっており、経済的に賃貸事業が成り立
つ地域でないため、収益還元法の適用は断念した。よって本件では、市場性を反映した実証的で信頼性のある取引事例によ
り求めた比準価格を採用し、更に指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

当該地域は、中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅団地であるが、特に大きな変動要因がないことから、今後も当面の間は現状
のまま推移していくものと予測する。地価は概ね横ばい傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 78,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

78,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+3.0

-16.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄江井ヶ島駅
北西 600m

山陽電鉄江井ヶ島
600m

(8)

南4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

193

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.5  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 190  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

78,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

69,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

90.9 ］

100.3［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

78,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-9.0

+17.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

81,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

106.4 ］

100［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 3日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

15,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 78,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

62,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は、明石
市居住者が大半を占め、圏外からの需要者は少ない。当該地域は、最寄り駅から徒歩圏に位置し、生活利便性も概ね良好な
住宅地域であり、需給関係は安定して推移している。市場の中心価格帯は、土地の規模が２００㎡程度が一般的で、総額１，
５００万円程度。新築建売住宅は３，０００万円程度が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 19－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

19 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中尾不動産鑑定事務所

中尾　明



明石市北王子町３９３番２外

戸建住宅地

アパートが混在する
一般住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 60 80 戸建住宅地

-

１住居(60,160)

国内景気は緩やかに回復している。当市の総人口は微増傾向。生
産年齢人口はやや減少。老年人口は増加。

道路幅員等の街路条件がやや劣るため、地価は横ばいで推移して
いる。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅が多い住宅地域で、画地規模等から賃貸経営上合理的な建物の想定が困難であるため、収益還元法の適
用は断念した。よって本件では、指定基準地等との検討を踏まえ、現実の取引の市場性を反映し、実証的で信頼性のある比
準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅とアパートが混在する明石川西岸の住宅地域で、地域要因の変動もなく、今後とも現状維持で推移するものと予測
される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 74,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

74,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+9.0

+5.0

+32.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄西新町駅
北 1.1km

山陽電鉄西新町
1.1km

(8)

南3m私道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
３ｍ私道　　　　
　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「北王子町１－２０」

②地積

（㎡）

100

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 96  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

74,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

114,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

154.1 ］

100.9［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

74,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+9.0

+1.0

+124.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

174,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

239.2 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 3日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

7,450,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 74,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

60,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、山陽電鉄本線及びＪＲ山陽本線沿線の住宅地域で、概ね明石市内の圏域に存する住宅地域である。需要者の
中心は、地縁的選好性を有する明石市内の居住者である。道路幅員が狭く系統連続性がやや劣るため、需要は弱含みで推移
している。市場の中心価格帯は、１００㎡程度の土地で７５０万円程度、新築建売住宅は２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 20－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

20 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中尾不動産鑑定事務所

中尾　明



明石市二見町東二見字原寺３４２番５外

低層住宅地

中小規模一般住宅の
ほかマンション等も
見られる住宅地域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 0 40 20 低層住宅地

-

１住居(60,200)

明石市の人口は増加しており鉄道駅徒歩圏内を中心に住宅地の地
価は回復しているが、反面利便性等の劣る地域は未だ回復してい
ない。

中小規模の戸建住宅を中心とした比較的利便性の高い住宅地域で
ある。需給は概ね均衡しており、地価は若干の強含みである。

個別的要因に変動はない。

画地規模の大きな土地については、アパート等としての利用も認められるが、基準地の画地規模では、自己利用目的での取
引が殆どであり、規範性を有する賃貸事例の収集に限界があることに加えて、賃貸経営上合理的な建物想定が困難であるこ
と等から、収益還元法の適用を断念した。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、市場の実勢を反映し規範性
の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の戸建住宅を中心とした住宅地域である。地域要因に格別の変動はないが周辺では今後も地元業者によるミニ開発
等が進められ住宅地域として成熟するとともに、地価は若干の強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 82,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

82,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄東二見駅
北東 650m

山陽電鉄東二見
650m

(8)

西6.8m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　北
６．８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

99

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

83,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

80,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.2％ ％

98.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

82,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

+25.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

97,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.6 ］

101.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

8,220,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 83,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

66,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で概ね明石市西部の圏域に存する住宅地域である。需要者は圏域内の一次
取得者が中心である。駅徒歩圏内にあって利便性が比較的高く、総額的にも値頃感があることなどから、地元業者によるミ
ニ開発も積極的であり、地価は若干の強含みで推移している。なお、取引に係る中心価格帯については、土地は７００～９
００万円程度、新築の戸建物件は２５００～３０００万円程度と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 21－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

21 兵庫県

所属分科会名

第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

山陽不動産鑑定株式会社

新玉正男



明石市魚住町西岡字大溝ノ上６５１番２

戸建住宅地

一般住宅のほかマン
ション等も見られる
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 50 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

景気の持ち直しなどにより、明石市の不動産市況は概ね安定
的に推移している。

ＪＲ魚住駅に近い既存の住宅地域としての地位を維持してお
り、地域要因に特別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

対象地は戸建住宅を中心とする地域に存しており、画地規模等の観点から経済合理的な賃貸経営は困難なため、収益還
元法は適用しなかった。比準価格は周辺の密接な価格牽連性を有する売買事例をもとに適切に算定されており、現実の
市場を反映する実証的なものと考えられる。地域は自用目的での取引が支配的であることから、本件では比準価格を標
準とし、代表標準地との検討を踏まえて上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は主として戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、今後とも概ね現況を維持し推移するものと予測される。駅に
近いことから、地価は安定的に推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 78,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

78,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-5.0

+37.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ魚住駅
西 250m

ＪＲ魚住
250m

(8)

西5.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北
５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

106

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

78,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

98,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6％ ％

124.9 ］

100.5［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 10日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

8,320,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 78,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

62,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市の圏域に存する住宅地域。主たる需要者は明石市及び
その周辺市町の居住者である。駅に近く、明石市内の住宅地としては価格は中低位にあり、一定の底堅い需要が認めら
れる。土地は８００万円～１，０００万円程度、新築戸建住宅は３，０００万円前後の物件が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 22－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

22 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

三宮鑑定所

植木剛



明石市魚住町鴨池１０番５

戸建住宅地

一般住宅のほか、共
同住宅も見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 0 70 60 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

外需の下振れが懸念されるものの、国内経済は総じて底堅い動き
を維持しており、明石市における地価は安定的に推移している。

旧来よりの既成住宅地域であり、地域要因も安定的に推移してお
り、顕著な変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域を含む一帯は、低層の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、経済合理性に適う賃貸住宅の想定は非現実的であるこ
とから、収益還元法は適用できなかった。よって、本件においては、信頼性の高い複数の取引事例を基礎資料として算定さ
れた比準価格を標準として、代表標準地との検討をも踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域であり、地域要因に特別の変動もなく、今後も現状の通り推移するものと予測する。なお、
底堅い実需が見込まれるため、地域における地価は安定的に推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 104,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

105,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.0

+2.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ魚住駅
北東方 340m

ＪＲ魚住
340m

(8)

西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

160

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

105,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

98,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0％ ％

93.0 ］

100.5［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

16,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 105,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

84,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、明石市内に位置する普通住宅地域である。需要者の中心は圏内居住者
であり、圏外からの転入は見込みにくい。低層の一般住宅を中心とする普通住宅地域であり、中古流通をはじめ、低未利用
地の開発による新規供給も継続的に見られるものの、需要も相応にあり、需給は安定的に推移している。土地１，５００万
円程度、新築建売で３，０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 23－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －

基準地番号 提出先

23 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

梶川不動産鑑定士事務所

梶川智保



明石市天文町１丁目１番１１

中層店舗兼事務所地

国道沿いに事務所、
営業所等が建ち並ぶ
商業地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 0 30 中層店舗兼事務所地

-

近商(90,300)
準防

主要な鉄道駅前等を中心に商業地の地価は回復傾向にあるが、そ
の他の商業地については概ね横ばい傾向にある。

市中心付近にあって、交通量の多い国道沿いの商業地域である。
明石駅前再開発や国道拡幅事業の影響等もあって地価は強含みで
ある。

個別的要因に変動はない。

駅徒歩圏の国道沿いに店舗や共同住宅等がみられる商業地域である。市場の特性等との関連から収益価格による検討を要す
るが、自用目的での取引が中心の地域にあって、地価に見合った賃料水準が必ずしも形成されていないため、収益価格は比
準価格に比べてやや低位に試算された。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、実証的で規範性の高い比準価
格を中心に収益価格を斟酌の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

事務所
ＲＣ４

最寄駅徒歩圏に存する幹線道路沿いの商業地域として成熟しており、現在の商況を維持しつつ、今後はマンション用途の増
加等も予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 187,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

193,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 10

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+1.0

+13.0

+10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ明石駅
南東 750m

ＪＲ明石
750m

(8)

南17m国道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特記すべき事項はない。 １７ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「天文町１－５－１３」

②地積

（㎡）

305

( )

⑨法令上の規制等

1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

197,000 円／㎡

145,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

241,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.7％ ％

126.8 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

191,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.0

+11.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

223,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.7 ］

100.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

58,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 192,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ・山陽電鉄沿線にあって、概ね明石市及び神戸市南西部の商業地域である。需要者は圏域内に地縁性を有
する中小規模資本の事業者が多い。国道沿いに店舗や事務所及びマンション等が建ち並ぶ商業地域であり、駅徒歩圏にあっ
て比較的交通量も多いこと等から、商況は概ね良好であり地価は強含みである。なお、土地建物一体での取引が多く土地の
中心価格帯は把握し難いが、仮に基準地の規模であれば５０００～６０００万円程度と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

山陽不動産鑑定株式会社

新玉正男



明石市二見町東二見字狹間４０５番５外

低層店舗住宅併用地

小売店舗等が建ち並
ぶ駅前商店街

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 25 40 30 低層店舗住宅併用地

-

近商(90,300)
準防

景気は緩やかに回復し、企業収益も底堅く推移していることから、
立地条件に優る地域を中心に不動産市況は安定的に推移している。

郊外型商業施設の台頭で駅前の既存商店街はやや衰退傾向であり、
地域要因に特段の変動も見られず、地価は概ね横ばいで推移して
いる。

個別的要因に変動はない。

駅前の商店街に存するが、繁華性がやや劣り、地域の価格水準を形成するような収益物件が少なく、自用の店舗併用住宅等
が中心となっており、賃貸市場の熟成度はやや低く、収益性を重視した価格形成が十分に行われていないため、収益価格は
低位に試算されたものと判断される。よって、市場の特性を反映した実証的で規範性の高い比準価格を中心に、収益価格を
比較考量して、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

地域要因に大きな変動は見られず、小売店舗等が建ち並ぶ駅前商店街として当面は現状を維持するものと見込まれる。繁華
性はやや衰退傾向であるが、最寄駅に近いことから、地価は概ね安定的に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 105,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

105,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 9

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+7.0

-1.0

+17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄東二見駅
北東 80m

山陽電鉄東二見
80m

(8)

西5m市道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特にない ５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

260

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 260  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

108,000 円／㎡

69,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

130,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

123.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

105,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.0

-9.0

+45.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

140,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

132.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

27,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 105,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

84,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主に山陽電鉄本線及びＪＲ神戸線沿線を中心とする概ね明石市及び周辺市町の商業地域。主な需要者の属性は
概ね圏域内に地縁性を有する個人や中小事業者等が中心である。昨今の景気回復に伴い宅地需要は改善しつつあり、地価は
概ね安定的に推移している。最寄駅に近く需要は底堅いが、繁華性がやや劣るため商業地としての需要は減退傾向である。
取引が少なく業種等による個別性が強いこと等から、需要の中心となる価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



明石市松の内２丁目６番８

中高層店舗事務所用地

中高層の店舗、事務
所ビルが建ち並ぶ商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 50 45 70 中高層店舗事務所用地

-

商業(90,480)
準防

人口減少傾向。緩やかな景気回復基調の継続。大規模団地分譲、
人気学校区への人口移動等の偏在化傾向もあるが概ね宅地需要は
堅調。

中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域として推移してお
り、特に大きな地域要因の変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

当該地域は自用目的の店舗等と賃貸物件が混在する商業地域である。収益価格は商業地においては指標とすべき価格である
が、試算の過程に多くの想定要素を含み、規範性にやや欠ける。取引事例については同一需給圏内の類似地域等に存する多
数の事例を収集し得、比準価格は信頼性の高いものと思料される。よって、代表標準地との検討を踏まえた上、市場性を反
映して実証的な比準価格を中心に、収益価格を関連づけて、上記のとおりに鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＲＣ７

中高層の店舗、事務所ビル、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域であり、地域要因に格別の変動はなく、今後とも現状のままに
推移していくものと予測する。地価は概ね安定的に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 191,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

191,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 13

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

+1.0

+23.0

-9.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西明石駅
北方 300m

ＪＲ西明石
300m

(8)

北東8m市道

商業
(80,500)
準防

（その他）　　　　
(90,480)

特にない ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

469

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 460  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

195,000 円／㎡

145,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

224,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5％ ％

117.6 ］

100.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 27日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

90,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 192,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

155,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市及び隣接市町の圏域である。需要者の中心は同一需給圏内
に地縁性を持つ事業者がほとんどであるが、新幹線停車駅から徒歩圏にあり、近年は地元企業等によるチェーン店も立地し
つつある。景気の持ち直しを背景に需給は安定しつつあり、地価は若干の上昇傾向にあると思われる。取引される画地規模
や価格帯はまちまちで、需要の中心となる価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社神戸不動産鑑定

山下 裕



明石市明南町１丁目３番７

低層店舗兼共同住宅地

店舗、事務所等沿道
サ－ビス業種の多い
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 50 60 20 低層店舗兼共同住宅地

-

準住居(60,200)

雇用・所得環境の改善が続くなかで、景気は緩やかな回復基調が
続いている。明石市の商業地需要は概ね堅調に推移している。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

商業地では収益価格は指標とすべき価格であるが、建物の過半が居宅用途である上、試算の過程に多くの想定要素を含むこ
とを鑑み規範性はやや劣ると判断される。比準価格は、代替性のある事例を基礎に算定されており、市場性を反映した実証
的な価格である。よって、代表標準地との検討を踏まえ、比準価格を重視し、収益価格を関連付けて、上記の通り鑑定評価
額を決定した。

［

［

銀行
ＲＣ２

店舗、事務所等沿道サービス業種の多い商業地域として熟成しており、当面は現状維持で推移するものと予測する。なお、
地価は概ね横ばいで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 140,000円／㎡

公示価格 140,000円／㎡

標準地番号 明石 8-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

140,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 8

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西明石駅
北東方 900m

ＪＲ西明石
900m

(8)

南16m県道

準住居
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない １６ｍ県道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「明南町１－３－１０」

②地積

（㎡）

384

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 24.0  ｍ、　規模 380  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

143,000 円／㎡

112,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

140,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 0.0％ ％

100 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 18日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

53,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 140,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

115,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市及び神戸市西部の圏域に存する商業地域である。需要の
中心は地元の不動産業者、事業者等である。比較的交通量の多い県道沿いの商業地域であり、需給関係は概ね安定している。
取引される画地規模が様々で個別性も強く、中心となる価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 4－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

水野不動産鑑定事務所

水野　雅一



明石市大久保町駅前２丁目１番４

中層店舗、事務所、住宅併用地

小売店舗が連たんす
る路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 30 0 20 中層店舗、事務所、住宅併用地

-

近商(90,300)
準防

輸出や生産の弱さも見られるが、景気は緩やかな回復基調が続い
ている。明石市の商業地需要は概ね堅調に推移している。

国道２号線沿いに位置し、背後地にも恵まれており、地域要因に
変動はなく需要は底堅い。地価はやや上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

小売店舗が連たんする駅近の路線商業地域であり、市場参加者は収益性を考慮して取引を行うのが一般的であるが、収益価
格については手順に若干の想定要素を含む点は否めない。一方、比準価格については、取引に当たって収益性も十分考慮さ
れているのが一般的であり、市場動向を反映した信頼性の高い価格であると判断される。よって、比準価格を重視しつつ収
益価格を関連付け、鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、代表標準地との秤量的検討にも留意した。

［

［

店舗兼事務所兼住宅
ＲＣ４

小売店舗が連たんする路線商業地域として熟成しており、当面は現状維持で推移するものと予測する。なお、地価はやや上
昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 223,000円／㎡

公示価格 224,000円／㎡

標準地番号 明石 13-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

225,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 13

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ大久保駅
北東方 220m

ＪＲ大久保
220m

(8)

南西20m国道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特記すべき事項はない． ２０ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

217

( )

⑨法令上の規制等

台形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

232,000 円／㎡

194,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

224,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.9 +0.4％ ％

100 ］

100.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

48,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 225,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

180,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ねＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、明石市及び神戸市西部の圏域に存する商業地域である。需要の中
心は不動産業者、事業者等であり、一部広域的な需要も認められるが、同一需給圏内の需要者が大半を占める。最寄駅から
も近く、土地区画整理事業等による背後人口の伸び等もあって需要は底堅い。なお、中心となる価格帯については個別性が
強く判定出来なかった。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 5－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第4分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　谷澤総合鑑定所　神戸支社

入田裕和



明石市魚住町住吉１丁目５番４

３階建程度の店舗住宅併用地

幹線道路沿いに中小
規模の各種店舗が建
ち並ぶ路線商業地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 100 50 100 店舗住宅併用地

-

準住居(60,200)

人口・世帯数とも増加傾向。国内経済の緩やかな回復傾向の影響
を受け、地域経済も持ち直しつつあり、商業用地需要も回復基調
にある。

店舗、事務所等の沿道サービス業種が多い路線商業地域で、立地
条件も概ね良好で、需要は安定的に推移し、地価は底堅い。

個別的要因に変動はない

街路条件及び最寄駅との接近性並びに繁華性の優劣等を踏まえ、地縁性を持つ事業者の自用目的の取引と全国展開の法人の
収益性から意思決定を行う取引が混在している市内の不動産市場の現状を勘案し、商業地域ではあるが比準価格を重視して、
収益価格を十分関連づけ、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ３

幹線道路沿いに中小規模の各種店舗が建ち並ぶ路線商業地域であり、地域要因に格別の変動がないので今後とも現状のまま
推移していくものと予測する。立地条件も概ね良好で、地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 95,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

95,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+3.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄山陽魚住駅
北東 400m

山陽電鉄山陽魚住
400m

(8)

南西30m国道

準住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ３０ｍ国道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「魚住町住吉１－５－１４」

②地積

（㎡）

600

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

100,000 円／㎡

70,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

97,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

101.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

94,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

+52.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

140,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

147.5 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

57,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 95,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

76,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね明石市及び隣接市町の幹線道路沿いを中心とする商業地域の圏域である。需要者の中心は同一需給圏内
に地縁性を持つ事業者及び店舗や事業所等を全国的に展開する法人等である。景況感改善による消費意欲への好影響を受け、
地域経済も持ち直しつつあり、商業地に対する需要も回復傾向にある。取引自体が少ないうえ、取引される規模、価格等は
まちまちで、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 6－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名　玉樹



明石市相生町２丁目３番１５

店舗兼事務所地

道路に沿って、飲食
店舗、事務所ビル、
共同住宅等の混在す
る商業地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 40 20 店舗兼事務所地

-

商業(100,600)
防火

国内景気は緩やかに回復している。当市の総人口は微増傾向。生
産年齢人口はやや減少。老年人口は増加。

周辺の商業地価格の上昇の影響を受けて、地価は上昇傾向が続い
ている。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、中低層店舗、共同住宅等が混在する商業地域であるので、収益性を重視すべき地域であるが、収益価格は試算
過程において想定要素を多分に含み、その精度は信頼性にやや劣る。一方、比準価格は市場性を反映した実証的な価格であ
る。よって本件では、比準価格を重視し、収益価格を関連づけ、更に指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の
とおり決定した。

［

［

店舗兼事務所兼車庫
ＲＣ６Ｆ１Ｂ

当該地域は、道路に沿って、飲食店舗、共同住宅等の混在する商業地域で、特に大きな変動要因がないことから、今後も当
面の間は現状のまま推移していくものと予測する。地価はやや上昇傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 208,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

210,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-19.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ明石駅
南東 600m

ＪＲ明石
600m

(8)

南20m市道

商業
(80,600)
防火

（その他）　　　　
(100,600)

特にない ２０ｍ市道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「相生町２－４－１０」

②地積

（㎡）

88

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.5  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 85  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

215,000 円／㎡

139,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

170,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0％ ％

81.8 ］

100.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

210,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+4.0

+21.0

-15.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

223,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.0 ］

100.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 3日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

18,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 210,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、ＪＲ山陽本線及び山陽電鉄本線沿線で、概ね明石市及び神戸市内の圏域に存する商業地域。需要者の
中心は、明石市及び神戸市の事業者又は地元不動産業者等である。当該地域では、近年店舗用地からマンション用地への移
行傾向にあり、需要は底堅い。取引される土地の規模等はまちまちであり、また特別な取引事情を含む取引も多く、需給の
中心となる価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 7－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中尾不動産鑑定事務所

中尾　明



明石市魚住町清水字若宮ノ下１２９３番１５外

低層店舗住宅併用地

国道沿いに店舗、事
業所が混在する路線
商業地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 40 60 40 低層店舗住宅併用地

-

準住居(60,200)

景気は緩やかに回復し、企業収益も底堅く推移していることから、
立地条件に優る地域を中心に不動産市況は安定的に推移している。

地域要因に特段変動は見られず、店舗連坦性に劣り繁華性が低く、
商業地需要は依然として上向かず、地価は概ね横ばいで推移して
いる。

個別的要因に変動はない。

国道沿いの路線商業地域であるが、繁華性がやや劣り、地域の価格水準を形成するような収益物件が少なく、自己使用目的
の取引が中心であり、賃貸市場の熟成度はやや低く、収益性を重視した価格形成が十分に行われていないため、収益価格は
低位に試算されたものと判断される。よって、市場の特性を反映した実証的で規範性の高い比準価格を中心に、収益価格を
比較考量して、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｗ２

地域要因に大きな変動は見られず、店舗、事業所等が混在する路線商業地域として当面は現状を維持するものと見込まれる。
立地条件より商業地の需要は依然として上向かず、地価は概ね横ばいで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 82,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

82,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+13.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ土山駅
南東 1.8km

ＪＲ土山
1.8km

(8)

南西12m国道

準住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １２ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

548

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

23.5  ｍ、　奥行　約 23.5  ｍ、　規模 550  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

84,800 円／㎡

49,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

97,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

117.5 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

82,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

明石（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+8.0

+55.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

140,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

169.1 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

45,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 82,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

66,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主に明石市及び周辺市町の幹線道路沿いを中心とする商業地域及び混在地域一帯。主な需要者の属性は概ね圏
域内に地縁性を有する個人や中小事業者等が中心で、一部広域に展開する沿道サービス業者等も見受けられる。
店舗の連坦性に劣り繁華性がやや低いことから商業地としての需要は依然として上向かず、地価は概ね横ばいで推移してい
る。また、取引が少なく業種等による個別性が強いこと等から、需要の中心となる価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 8－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －5

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



明石市魚住町中尾字長谷４２５番１外

工場地

中小規模の工場・倉
庫等が混在する工業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 80 0 90 工場地

-

工業(60,200)

アベノミクスにより全般的な景況悪化は収束し、明石市の工業地
の地価も底打ちが認められる。

周辺地域では工場、倉庫の需要は低迷しているが、マンション等
住宅用地としての需要が高まりつつある。

個別的要因に変動はない。

自用目的での取引が中心の工業地域である。工場・倉庫の賃貸を想定し収益還元法を適用した。しかし、実際には貸し倉庫
等の事例は希薄であるため、取引事例比較法による比準価格を重視し、収益価格を参考の上、標準地との検討も踏まえ、鑑
定評価額を上記の通りと決定した。

［

［

工場

中小規模の工場・倉庫等が混在する工業地域であり、周辺部では住宅地及び商業地への移行が一部で認められるが、当分の
間は現状と同様の地域性を維持するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 47,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

47,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 2

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-10.0

-4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄西江井ヶ島駅
北方 500m

山陽電鉄西江井ヶ島
500m

(8)

南東6m市道､南西側
道

工業
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない ６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

2,436

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0  ｍ、　奥行　約 60.0  ｍ、　規模 2,400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

47,500 円／㎡

34,900 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

42,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1％ ％

89.0 ］

100.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0

0.0

角地

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 18日 正常価格

令和 元年 7月 5日令和 元年 7月 1日

116,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 47,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

38,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね明石市及び隣接市町に存する工場・倉庫地域。需要者の中心は、地元の製造業や流通業者等で、地元資本
の法人等が中心である。工業地としての土地需要が高まっているとは認められないものの、一部住宅転用等の需要が増えつ
つある。土地は画地規模がまちまちで、中心となる価格帯は見出せない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －9

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

水野不動産鑑定事務所

水野　雅一



明石市藤江字三ツ池２０２８番１６

工場兼倉庫地

公設卸売市場関連の
中小工場倉庫等が建
ち並ぶ工業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 70 60 工場兼倉庫地

-

準工(60,200)

消費増税等マイナス材料はあるものの工場地需要に目立った変化
はなく市内の工業地域では総じて上昇傾向にあった。

公設市場関連の食品工場、倉庫等を主とする中小工業地域で、安
定的な利用状況で、実需に変化はみられず地価は横這いとなった。

個別的要因に変動はない。

賃貸目的としてより現実的な貸倉庫を想定したが、容積消化率が低いため収益価格はやや低位に試算されたものと判断する。
また、工業系用途は利用形態が多様なうえ自己使用目的の取引が支配的とみられることから、比準価格を重視し、同価格を
若干下方修正して鑑定評価額を上記のとおり決定した。また、当該評価額は下記（８）の規準結果と均衡を得ている。

［

［

倉庫
Ｓ２

当該地域は公設卸売市場関連の食品加工工場等が建ち並ぶ地域で、周辺では一部住宅地移行がみられるが当該影響は軽微で
当分現状維持と予測する。また、地価は安定的で当面横ばい傾向とみられる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 74,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

73,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

明石 3

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

+4.0

+8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西明石駅
北西方 1.5km

ＪＲ西明石
1.5km

(8)

西8.9m市道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ８．９ｍ市道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

296

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0 ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

75,000 円／㎡

39,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

80,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

109.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 3日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

21,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 74,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

59,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は神戸市域を含む播磨工業地域内の中小工場地域一円。需要者の中心は製造または流通業等を営む事業者とみら
れる。景気に下振れリスクはあるものの市況に変調は確認されない状況から、引き続き実需は安定的に推移しているものと
思われる。一方、新規供給は郊外部での公共分譲が主で市街地内での既存画地の取引は少なく成約価格も個別採算性を色濃
く反映した内容とみられ中心となる価格帯は見出せない状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

明石（県） 2－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

明石（県） －9

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第４

業者名

印不動産鑑定士氏名

野島不動産鑑定事務所

野島準一
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